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職員の公務災害等に伴う見舞金の見直しについて（回答） 
 
職員の公務災害等に伴う見舞金の見直し要求に対し、次のとおり回答する。 

 
１ 死亡見舞金の額を６，０００，０００円から３０，０００，０００円に変

更する。 
 
２ 障害見舞金の額を次のとおり変更する。 

障害等級 障害見舞金の額 現行 障害見舞金の額 変更後 
第１級 ６，０００，０００円 ３０，０００，０００円 
第２級 ５，３３０，０００円 ２５，９００，０００円 
第３級 ４，７１０，０００円 ２２，１９０，０００円 
第４級 ４，１３０，０００円 １８，８９０，０００円 
第５級 ３，５４０，０００円 １５，７４０，０００円 
第６級 ３，０００，０００円 １２，９６０，０００円 
第７級 ２，５１０，０００円 １０，５１０，０００円 
第８級 ２，０２０，０００円 ８，１９０，０００円 
第９級 １，５７０，０００円 ６，１６０，０００円 
第１０級 １，２１０，０００円 ４，６１０，０００円 
第１１級 ９００，０００円 ３，３１０，０００円 
第１２級 ６３０，０００円 ２，２４０，０００円 
第１３級 ４１０，０００円 １，３９０，０００円 
第１４級 ２３０，０００円 ７５０，０００円 

 

３ 実施時期 
平成１９年４月１日以後に支給すべき事由が生じた死亡見舞金及び障害見

舞金について適用する。 


